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“経理のプロ"になるた妙

に欠かせないのが「法人税」

の知識。

今回は「貸倒損失」につい

て解説 します。

税理士

平 井 満 広

③マスター

賞
倒
損
失
が

認
め
ら
れ
る
場
合

「貸
倒
損
失
」
と
は
、
取
引
先
が
倒
産

し
た
こ
と
等
に
よ
り
貸
付
金
や
売
掛
金
等

の
金
銭
債
権
が
回
収
で
き
な
か

っ
た
際
に

生
じ
る
損
失
の
こ
と
で
す
。

法
人
税
法
で
貸
倒
損
失
の
損
金
算
入
が

認
め
ら
れ
る
の
は
、
次
の
場
合
で
す

（図

表
１
参
昭
じ
。

ｍ
　
法
律
上
の
賞
倒
れ

（法
人
税
基
本
通

達
９
１
６
１
１
）

金
銭
債
権
が
法
的
に
消
滅
し
た
際
は
貸

倒
損
失
と
し
て
損
金
の
額
に
算
入
し
ま
す
。

具
体
的
に
は
以
下
の
ケ
ー
ス
が
該
当
し
、

経
理
処
理
に
か
か
わ
ら
ず
損
金
算
入
が
強

制
さ
れ
ま
す
。

①
　
更
生
計
画
や
再
生
計
画
の
認
可
の
決

定
に
よ
る
切
捨
て

「更
生
計
画
」
と
は
会
社
更
生
法
に
よ

る
、
「
再
生
計
画
」
と
は
民
事
再
生
法
に

よ
る
再
建
計
画
の
こ
と
で
す
。

裁
判
所
か
ら
選
任
さ
れ
た
管
財
人
が

「
更
生
計
画
」
や

「
再
生
計
画
」
を
作
成

し
、
債
権
者
等
の
同
意
に
よ
り
可
決
さ
れ

た
後
に
、
裁
判
所
か
ら
認
可
さ
れ
ま
す
。

法
人
税
法
で
は

「
認
可
の
決
定
が
あ

っ
た

日
」
の
属
す
る
事
業
年
度
に

「切
り
捨
て

ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
金
額
」
を
損
金
の

額
に
算
入
し
ま
す
。

②
　
特
別
清
算
に
係
る
協
定
の
認
可
の
決

定
に
よ
る
切
捨
て

「特
別
清
算
」
と
は
、
解
散
し
て
清
算

中
の
株
式
会
社
に
債
務
超
過
の
疑
い
が
生

じ
た
際
、
裁
判
所
の
監
督
下
で
行
な
わ
れ

る
清
算
手
続
き
の
こ
と
で
す
。

清
算
人
が
債
務
の
弁
済
方
法
に
つ
い
て

定
め
た
協
定
案
を
作
成
し
、
債
権
者
の
同

意
に
よ
り
解
決
さ
れ
た
後
に
、
裁
判
所
か

ら
認
可
さ
れ
ま
す
。
①
と
同
様
に
、
法
人

税
法
で
は

「
認
可
の
決
定
が
あ

っ
た
日
」

の
属
す
る
事
業
年
度
に

「切
り
捨
て
ら
れ

る
こ
と
と
な

っ
た
金
額
」
を
損
金
の
額
に

算
入
し
ま
す
。

③
　
関
係
者
の
協
議
決
定
に
よ

る
切
捨
て

法
令
に
よ
る
整
理
手
続
き
で

な
く
て
も

「金
融
機
関
等
の
あ
っ

せ
ん
に
よ
る
当
事
者
間
協
議
」

等
で
合
理
的
に
債
権
の
切
捨
て

額
を
定
め
た
場
合

（
一
律
７０
％

カ
ッ
ト
等
）
は
貸
倒
損
失
と
な

り
ま
す
。
「
事
実
が
発
生
し
た

日
」

の
属
す
る
事
業
年
度

に

「切
り
捨
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
金
額
」
を
損
金
の
額
に
算
入

し
ま
す
。

④
　
書
面
に
よ
る
債
務
免
除
の

通
知

債
務
超
過
の
状
態
が
相
当
期

間

（
３
年
～
５
年
）
継
続
し
て

い
る
債
務
者
に
対
し
て
、
書
面

に
よ
り
債
務
免
除

（自
社
か
ら

み
れ
ば
債
権
放
棄
）
し
た
場
合

も
貸
倒
損
失
と
な
り
ま
す
。

「
通
知
を
し
た
日
」

の
属
す
る

な
お
後
日
、
入
金
が
あ

っ
た
際
は
入
金

時
に
益
金
と
な
り
ま
す
。

・
継
続
的
に
取
引
が
あ

っ
た
債
務
者
と
の

取
引
停
止

（取
引
停
止
後
に
弁
済
が
あ
っ

た
場
合
は
弁
済
し
た
時
）
か
ら
１
年
以

上
経
過
し
た

（担
保
物
の
な
い
場
合
に

限
る
）

。
督
促
し
て
も
弁
済
し
な
い
債
務
者
に
対

す
る
同

一
地
域
の
売
掛
債
権
の
総
額
が
、

旅
費
等
の
取
立
費
用
に
満
た
な
い

貸
倒
引
当
金
で

認
め
ら
れ
る
損
金
算
入

将
来
、
発
生
す
る
貸
倒
損
失

を
あ
ら
か
じ
め
見
積
も

っ
て
費

用
計
上
す
る
会
計
手
続
き
を

「貸
倒
引
当
金
」
と
い
い
ま
す
。

法
人
税
法
で
は
金
銭
債
権
の
区

分
に
応
じ
て
、
貸
倒
引
当
金
の

繰
入
限
度
額
計
算
が
あ
り
ま
す
。

貸
倒
引
当
金
の
損
金
算
入
が
認

め
ら
れ
る
の
は

一
定
の
中
小
法

人

（期
末
資
本
金
の
額
が
１
億

円
以
下
等
）
や
金
融
業

・
ク
レ

ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
業
等
の
法
人
で

す
。

い
　
個
別
評
価
金
銭
債
権

事
業
年
度
終
了
時
に
次
の
事

由
が
生
じ
た
場
合
、
回
収
不
能

事
業
年
度
に

「免
除
し
た
金
額
」
を
損
金

の
額
に
算
入
し
ま
す
。
た
だ
し
、
債
務
の

免
除
が

「贈
与
」
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、

貸
倒
損
失
で
は
な
く

「寄
附
金

（損
金
算

入
の
限
度
額
計
算
あ
り
こ

と
な
り
ま
す
。

図
　
事
実
上
の
賞
倒
れ

（法
人
税
基
本
通

達
９
１
６
１
２
）

債
務
者
が
債
務
超
過
で
経
営
が
厳
し
い
、

災
害
で
被
災
し
た
等
の
事
情
で
金
銭
債
権

の

〃全
額
″
が
事
実
上
回
収
で
き
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
場
合
、
法
律
上
は

債
権
が
存
在
し
て
い
て
も
貸
倒
損
失
と
な

り
ま
す
。
「事
実
が
明
ら
か
に
な

っ
た
日
」

の
属
す
る
事
業
年
度
に

「金
銭
債
権
の
全

額
」
を
損
金
の
額
に
算
入
し
ま
す
。
担
保

物
が
あ
る
と
き
は
、
処
分
し
な
い
と
貸
倒

損
失
に
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
債
権
の

一

部
を
貸
倒
損
失
と
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

０
　
形
式
上
の
賞
倒
れ

（法
人
税
基
本
通

達
９
１
６
１
３
）

債
務
者
に
以
下
の
事
実
が
生
じ
た
と
き

は
、
売
掛
債
権

（売
掛
金
や
未
収
賃
貸
料

等
。
貸
付
金
等
は
含
ま
な
い
）
の
金
額
か

ら
備
忘
価
額

（１
円
）
を
控
除
し
た
残
額

を
損
金
経
理
す
る
こ
と
で
貸
倒
損
失
と
し

て
損
金
算
入
で
き
ま
す
。

図表2 回収不能見込額の計算式

図表3 貸倒引当金の繰入限度額

Ｙ

貸
倒
損
失
の
処
理

【取扱い】
図表 1 債権の種類と貸倒損失の損金算入の要件

【種類】     【貸倒れが生じた状況】    〔処理方法】

ひ
ら
い
　
み
つ
ひ
ろ
　
平
井
会
計
事
務
所
代
表
。
ズ
ム
計
を
通
じ
て
人
を
幸
せ
に
す
る
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
中
小
企
業

の
経
営
改
善
や
税
務
相
談
に
力
を
入
れ
て
い
る
。

見
込
額

（図
表
２
）
が
貸
倒
引
当
金
の
繰

入
限
度
額
と
な
り
ま
す
。

①
　
更
生
計
画
や
再
生
計
画
の
認
可
の
決

定
等
に
よ
る
弁
済
猶
予
等

債
務
者
に
つ
い
て
、
更
生
計
画
や
再
生

計
画
の
認
可
の
決
定
等
に
よ
り
弁
済
猶
予

等
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
認
め
ら
れ
ま
す
。

②
　
債
務
者
の
債
務
超
過
等

債
務
者
に
つ
い
て
、
債
務
超
過
の
状
態

が
相
当
期
間

（お
お
む
ね
１
年
以
上
）
継

続
し
、
か

つ
、
そ
の
営
む
事
業
に
好
転
の

見
通
し
が
な
い
こ
と
等
に
よ
り
、
そ
の
金

銭
債
権
の

一
部
の
金
額
に
つ
き
取
立
て
等

の
見
込
み
が
な
い
場
合
に
認
め
ら
れ
ま
す
。

③
　
更
生
手
続
き
や
再
生
手
続
き
の
開
始

申
立
て
等

債
務
者
に
つ
い
て
、
更
生
手
続
き
開
始

の
申
立
て
や
再
生
手
続
き
開
始
の
申
立
て

等
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
認
め
ら
れ
ま
す
。

図
　

一
括
評
価
金
銭
債
権

（売
掛
金
、
賞

付
金
等
か
ら
個
別
評
価
金
銭
債
権
を
除

い
た
金
額
）

一
括
評
価
金
銭
債
権
に
対
す
る
、
貸
倒

引
当
金
の
繰
入
限
度
額
の
計
算
式
を
図
表

３
に
示
し
ま
し
た
。

日
本
実
業
出
版
社
発
行

『企
業
実
務
』

２
０
１
９
年
３
月
号
よ
り
転
載
。

記
事
内
容
は
、
２
０
２
５
年
４
月
１
日

時
点

で
の
法
令
に
基
づ
き
、
校
閲

・

修
正
を
し
て
お
り
ま
す
。
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“経理のプロ"になるための①更生計画や再生計画の認可の決定等による弁済猶予等
債務者について、更生計画や再生計画の認可の決定等により弁済猶予等

の事由が生じた場合

回収不能
見込額

回収不能
見込額

回収不能
見込額

金銭債権
対象

金銭債権
対象

特定の事由が生じた事業年度
終了の国の翌日から5年を経
過する国までの弁済予定金額

担保等の

取立見込額

担保等の
取立見込額

②債務者の債務超過等
債務者について、債務超過の状態が相当期間 (お おむね1年以上)継続

し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと等により、その金銭債
権の一部の金額につき取立て等の見込みがない場合

③更生手続きや再生手続きの開始申立て等
債務者について、更生手続き開始の申立てや再生手続き開始の申立て等

の事由が生じた場合

金銭債権
対象

実質的に債権
とみられない

部分の金額

担保等の

取立見込額
|

×500/o

l

限度額
繰入

t

期末の一括評価金

銭債権の帳簿価額
実質的に債権とみら
れない部分の金額

l

×

繰入率
法定

②中小法人等の特例
一定の中月ヽ法人等については、貸倒実績率に代えて、次の法定繰入率の

選択適用が認められている

限度額
繰入 期末の一括評価金

銭債権の帳簿価額
×

過去 3年間の貸倒実績率
(小数点以下 4位未満切上げ )

①貸倒実績率 (原則)

※法定繰入率

法定繰入率

卸売業
小売業

製造業
金融業
保険業

割賦販売
小売業等

その他

1,000

10

1,000

8
1,000

3
1,000

7

1,000

6

貸付金等
損金算入
(強制)

「法律上の貸倒れ」※基通9-6-1
債権の全部または一部が法的手続
きにより切り捨てられた場合

「事実上の貸倒れ」※基通9-6-2
債権に係る担保物処分後の金額が

債務者の資産状況、支払能力等か

らみて回収不能となった場合

貸倒れとし
て損金経理

損金算入

売掛金、
未収家賃等

「形式上の貸倒イl」 ※基通9-6-3
債務者との取引停止後、 1年以上

経過した場合等
その他処理 損金不算入

令和 7年 6月 1日 第737号立川法人会NEWS令和 7年 6月 1日 第737号立川法人会NEWS


